
令 和 ８ 年 度  末 田 大 用 水 番 水 日 割 表 
令和８年４月  

日  に  ち 大 字 堰上げ 日  に  ち 大 字 堰上げ 日  に  ち 大 字 堰上げ 

４月２５日より 

５月１１日まで 
調 整 期 間 

６月１７日朝より 

     夕まで 

南 荻 島 

砂  原 

中 組 

(野中) 

７月２８日朝より 

  ２９日夕まで 

西 新 井 

長  島 

東 

組 

西

前 

５月１２日朝より 

１３日夕まで 
大間野町  

１７日朝より 

  １８日夕まで 
神 明 町 東 組 

２９日朝より 

     夕まで 
南 荻 島 

 

砂  原 

下 手 

(中組) 

  １４日朝より 

  １６日夕まで 
七 左 町 三ツ又 

１９日朝より 

   夕まで 

  ２２日朝より 

夕まで 

谷 中 町 

宮 本 町 
東 組 

  ３０日朝より 

     夕まで 

中 組 

(野中) 

  １７日(日)朝より 

  １８日夕まで 
新 川 町  

  ３１日朝より 

     夕まで 
砂原東 

  １９日朝より 

     夕まで 
北 後 谷 

下 手 
  ２２日朝より 

  ２３日夕まで 
越 ヶ 谷 三ツ又 

８月 ３日朝より 

   ４日夕まで 
神 明 町 東 組 

  ２０日朝より 

     夕まで 
西 前 

  ２３日朝より 

  ２４日夕まで 

小 曽 川 

野島 末田 
小曽川 

   ５日朝より 

     夕まで 

谷 中 町 

宮 本 町 
東 組 

  ２１日朝より 

  ２３日(土)夕まで 

西 新 井 

長  島 

東

組 

西

前 

  ２５日朝より 

  ２７日(土)夕まで 
大間野町  

   ６日朝より 

   ７日夕まで 
越 ヶ 谷 三ツ又 

  ２３日(土)朝より 

       夕まで 

南 荻 島 

 

砂  原 

下 手 
２９日朝より 

７月 １日夕まで 
七 左 町 三ツ又 

   ６日朝より 

   ７日夕まで 

小 曽 川 

野島 末田 
小曽川 

  ２４日(日)朝より 

       夕まで 
砂原東 

   ２日朝より 

     夕まで 
新 川 町  

   ８日(土)朝より 

   ９日(日)夕まで 
大間野町  

  ２５日朝より 

     夕まで 

下 手 

(中組) 

   ３日朝より 

     夕まで 
北 後 谷 

下 手 
  １０日朝より 

     夕まで 

  １２日朝より 

夕まで 

七 左 町 三ツ又 
  ２６日朝より 

     夕まで 

中 組 

(野中) 

   ６日朝より 

     夕まで 
西 前 

  ２６日朝より 

  ２７日夕まで 
神 明 町 東 組 

   ７日朝より 

   ８日夕まで 
西 新 井 

 

長  島 

東 

組 

西 

前 

  １３日朝より 

     夕まで 
新 川 町  

  ２８日朝より 

  ２９日夕まで 

谷 中 町 

宮 本 町 
東 組 

   ９日朝より 

     夕まで 
東 組 

  １４日朝より 

     夕まで 
北 後 谷 

下 手 

２９日朝より 

３０日(土)夕まで 
越 ヶ 谷 三ツ又 

  １０日朝より 

     夕まで 
南 荻 島 

 

砂  原 

下 手 

(中組) 

  １４日朝より 

     夕まで 
西 前 

３０日(土)朝より 

  ３１日(日)夕まで 

小 曽 川 

野島 末田 
小曽川 

 １１日(土)朝より 

       夕まで 

中 組 

(野中) 

  １７日朝より 

     夕まで 
西 新 井 

 

長  島 

東 組 

３１日(日)朝より 

       夕まで 
西 新 井 

東

組 

西

前 

  １２日(日)朝より 

       夕まで 
砂原東 

１８日朝より 

     夕まで 
西 前 

６月 １日朝より 

   ２日夕まで 
大間野町  

  １３日朝より 

  １４日夕まで 
神 明 町 東 組 

  １９日朝より 

     夕まで 
南 荻 島 

 

砂  原 

中 組 

(野中) 

   ３日朝より 

５日夕まで 
七 左 町 三ツ又 

  １５日朝より 

  １６日夕まで 

谷 中 町 

宮 本 町 
東 組 

  ２０日朝より 

     夕まで   
砂原東 

   ６日(土)朝より 

       夕まで 
新 川 町  

  １７日朝より 

１９日(日)夕まで 
越 ヶ 谷 三ツ又 

  ２１日朝より 

     夕まで 

下 手 

(中組) 

   ８日朝より 

     夕まで 
北 後 谷 

下 手 
  １８日(土)朝より 

  １９日(日)夕まで 

小 曽 川 

野島 末田 
小曽川 

  ２４日朝より 

  ２５日夕まで 
神 明 町 東 組 

   ９日朝より 

     夕まで 
西 前 

  ２０日(祝)朝より 

       夕まで 
大間野町  

  ２６日朝より 

  ２７日夕まで 

谷 中 町 

宮 本 町 
東 組 

１０日朝より 

  １２日夕まで 

西 新 井 

長  島 

東

組 

西

前 

  ２１日朝より 

  ２２日夕まで 
七 左 町 三ツ又 

  ２８日朝より 

     夕まで 
越 ヶ 谷 三ツ又 

１２日朝より 

     夕まで 
南 荻 島 

 

砂  原 

下 手 
  ２３日朝より 

     夕まで 
新 川 町  

  ２８日朝より 

     夕まで 

小 曽 川 

野島 末田 
小曽川 

１５日朝より 

     夕まで 
砂原東 

  ２４日朝より 

     夕まで 
北 後 谷 

下 手 
 

  
１６日朝より 

     夕まで 

下 手 

(中組) 

２７日朝より 

     夕まで 
西 前 

（注 1） 小曽川、砂原東、中組、下手、西新井東組、西新井西前堰、三ツ又堰の堰上げは、朝から夕方までとなります。 

（注 2） 尚、夕から翌日朝までは新川へ放流し、新川町、大間野町及び七左町の新川から取水している地域へ送水します。 

（注 3） 各支線水路については、地元管理者若しくは代表者までご連絡願います。 

（注 4） 元荒川の流量が規定値を超えた場合は、末田大用水路の水源である末田須賀堰を一時的に開放するため、用水路の水位が低下し、 

取水できない場合がございますので、ご了承ください。 

さいたま市岩槻区大字新方須賀１１６０番地 

元 荒 川 土 地 改 良 区 

事務所 電話 ０ ４ ８ （ ７ ９ ９ ） ０ ７ ９ ９ 

  末田大用水路については、事務所までご連絡願います。 


